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(午後１時３０分 開議) 

○議長(堀江和雄君)本日は、御苦労様でございます。 

  出席議員が定足数に達しましたので、これより三島市外三ヶ市町箱根山林 

組合議会１０月定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  地方自治法第１２１条の規定により、管理者あて出席方を通知しておきまし

たので、ご報告申し上げます。 

  本日の議事日程は文書をもってご通知申し上げたとおりであります。 

これより日程に入ります。 

                                      

△日程第１         組合議会議員の辞職について 

○議長(堀江和雄君)これより日程に入ります。日程第１ 組合議会議員の辞職に

ついてご報告申し上げます。 

清水町選出の組合議会議員  秋山治美君より一身上の都合により辞職したい

旨の願い出があり、地方自治法第１２６条の規定により、議長において許可  

いたしましたので、ご報告申し上げます。 

なお、補欠選挙により野田敏彦君が選出されましたので、ご紹介申し上げ  

ます。 

                                                                        

△日程第２         議席の指定 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第２ 議席の指定を行います。 

今回選出されました野田敏彦君の議席は、会議規則第３条の規定により、  

議長において、議席番号７番に指定いたします。 

                                       

△日程第３         会期の決定 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は本日一日としたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)ご異議なしと認めます。 

よって本定例会の会期は、本日一日と決定いたしました。 
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△日程第４         会議録署名議員の指名 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第４ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１０８条の規定により、議長において１０番  

野村諒子さん、１１番 松川益藏君の両名を指名いたします。  

 

△日程第５   承第１号  専決処分の報告及び承認について 

（三島市外三ヶ市町箱根山林組合個人情報の保護 

              に関する法律施行条例） 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第５ 承第１号 専決処分の報告及び承認について

を議題といたします。 

本件について当局から提案理由の説明を願います。 

〔副管理者 杉山浩生君登壇〕  

◎副管理者 (杉山浩生君 )ただいま上程になりました、承第１号 三島市外三ヶ市町

箱根山林組合個人情報の保護に関する法律施行条例の専決処分についてご説明

申し上げます。 

  これは、去る組合議会２月定例会におきまして、専決処分する旨のお願いを

申し上げたものでございますが、関係法令の改正に伴い速やかに本条例を制定

する必要がございましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したものであります。 

内容といたしましては、令和３年５月１９日にデジタル社会の形成を図る 

ための関係法律の整備に関する法律が公布され、その一部が令和５年４月１日

から施行されることにより個人情報の保護に関する法律が改正されることと 

なりました。これに伴い、全国の各地方公共団体で法の施行に関して条例で  

定めることとされたことから、当組合といたしましても、同法施行条例に関し

まして、三島市の条例案可決を見た上で、遅滞なく共通ルールの下、運用でき

るよう、令和５年３月３０日付けで専決処分し、４月１日から施行したもので

あります。 

以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長 (堀江和雄君 )以上で、当局からの説明が終わりましたので、これより本件

について質疑を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長 (堀江和雄君 )なければ本件についての質疑を打ち切ります。  

これより本件について討論を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長 (堀江和雄君 )なければ討論を終わり、これより承第１号  専決処分の報告 

及び承認について採決いたします。  

報告どおり承認することに賛成の方は挙手を願います。  

〔 賛 成 者 挙 手 〕  

○議長 (堀江和雄君 )挙手全員と認めます。  

よって承第１号は報告どおり承認されました。  

                                      

△日程第６   認第１号  令和４年度 三島市外三ヶ市町箱根山林組合 

              会計歳入歳出決算認定について 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第６ 認第１号 令和４年度 三島市外三ヶ市町箱根

山林組合会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

本件について、当局から提案理由の説明を願います。  

〔副管理者 杉山浩生君登壇〕  

◎副管理者 (杉山浩生君 )ただいま上程になりました、認第１号  令和４年度  三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳出決算認定について、提案の要旨を申し

上げます。  

はじめに、歳入の概要をご説明いたします。お手元の決算書、１ページ、      

２ページをお開きください。一番下の欄、歳入合計の記載にありますように、

予算現額３，３４０万６，０００円に対し、収入済額は３，３６８万            

９，４５０円で２８万３，４５０円の超過となりました。予算比は１００．８％

でした。  

次に、歳出の概要をご説明いたします。３ページ、４ページをお開きくだ  

さい。下から２番目の欄、歳出合計の記載にありますように、予算現額           

３，３４０万６，０００円に対し、支出済額は３，０７６万１，６４４円で、

不用額は２６４万４，３５６円となりました。執行率は９２．１％でした。      

この結果、一番下の欄に記載してありますとおり、歳入歳出差引残額は２９２

万７，８０６円となり、令和５年度会計へ繰越しとなりました。  

次に、歳入の詳細についてご説明いたします。５ページ、６ページをお開き

ください。１款  使用料及び手数料の収入済額４８万円のうち、１項１目       



 6 

使用料、１節  電柱敷使用料４４万７，０００円は、東京電力関係が２０４本、

ＮＴＴ関係が９１本などの使用料です。２節  その他使用料３万３，０００円は、

ソフトバンク㈱及びＫＤＤＩ㈱の無線基地局等の土地占用料です。次に、２款

財産収入の収入済額１，４７３万５，０９１円のうち、１項  財産運用収入、  

１目  財産貸付収入、１節  貸地料１，４０４万１，８７４円は、㈱芦の湖カン

トリークラブほかの法人及び一般貸付の貸地料で、詳細は、お手元の業務報告

書４ページの上段に記載してあるとおりでございます。次に、２目  利子及び 

配当金、１節  預金利子２万７，０７３円は、積立金９，８４０万円の運用利子

です。次に、３目  森林収入は、ありませんでした。次に２項１目１節  補償料

収入６６万６，１４４円は、㈱芦の湖カントリークラブからの水利採草補償料

３２万３，０００円と東京電力パワーグリッド㈱  箱根線の送電線に係る支障木

伐採補償料２９万７，３３０円などです。７ページ、８ページをお開きくだ  

さい。３款１項１目１節  繰越金の収入済額は、２４６万４，３９６円でした。

次に、４款  諸収入の収入済額は、９，９６３円でした。次に５款１項  繰入金、  

１目１節  積立金繰入金は、芦ノ湖高原別荘地の災害対策工事に係る補助金交付

に対応するため、１，６００万円を積立金から一般会計に繰り入れました。  

これにより年度末の積立金累計額は、９，８４０万円となりました。  

次に、歳出の詳細についてご説明いたします。９ページ、１０ページをお開

きください。１款１項１目  議会費２４８万９，８８０円は、組合議会の運営に

要した経費で、主なものは報酬ですが、ほかに令和４年７月１２日から１４日

の２泊３日で実施した林業地視察研修の経費も含まれております。次に、１１

ページ、１２ぺージをお開きください。２款  総務費４１５万８，３７３円の    

うち、１項  総務管理費、１目  一般管理費３９３万９，３３３円は、特別職２

名と一般職１名の人件費が主なもので、組合の一般管理事務に要した経費です。

次の２項１目  監査委員費  ２１万９，０４０円は、監査事務に要した経費で、

２泊３日で実施した林業地視察研修の経費も含まれております。次に、１３  

ページ、１４ページをお開きください。３款１項  財産費、１目  管理費    

２，４１１万３，３９１円の主なものをご説明いたします。１４ページ右側の

備考欄をご覧ください。財産管理事業２，３８１万４，９４１円のうち、２行

目の農林道事業負担金４４万７，３４８円は、三島市が実施した林道諏訪ノ台

線の路面修繕など、林道等の整備・管理に係る事業費の一部を負担したもので、

詳細は、業務報告書の４ページ下段に記載してあるとおりでございます。１行
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おいて次の貸付地維持管理事業補助金３万４，５０５円は、一般契約地の管理

団体が実施した境界確認などの山林維持管理活動に対し、事業費の２分の１を

補助したもので、詳細は、業務報告書５ページ中段に記載してあるとおりで  

ございます。次に、送電線下補償料地元交付金 1 万８，８０８円は、東京電力

パワーグリッド㈱から納入された  箱根線の送電線下補償料を補助金等交付  

規則に基づき関係者に交付したもので、詳細は、業務報告書の５ページ中段の

（４）に記載してあるとおりでございます。次に、芦ノ湖高原別荘地災害対策

工事補助金２，２９５万７，６８０円は、令和元年の台風１９号により被災  

した芦ノ湖高原別荘地内の３箇所について㈱芦の湖カントリークラブが対策 

工事を施行するにあたり、その工事費の２４％分を補助したもので、詳細は、

業務報告書５ページ下段の（５）に記載してあるとおりでございます。次に、

水利採草補償料３２万３，０００円は、㈱芦の湖カントリークラブから納入  

された補償料を谷田用水組合など４団体に交付したもので、詳細は、業務報告

書の６ページ上段に記載してあるとおりでございます。次に、直轄地管理事業

２９万８，４５０円は、直轄林管理事業委託料で三島直轄林内の旧接待茶屋  

区域７５０㎡の草刈りと径路の保全整備を委託したものです。  

  以上で説明を終わります。なお、各事業の詳細につきましては、お手元の   

業務報告書に記載してありますので、参考にしていただきたいと存じます。  

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○議長(堀江和雄君)当局からの説明が終わりました。次に、監査委員から決算審査

の報告を願います。 

〔監査委員 藤沼和明君登壇〕 

◎監査委員 (藤沼和明君 )ただいま上程になりました、認第１号  令和４年度  三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳出決算認定について、地方自治法   

第２３３条第２項の規定に基づき、審査しました結果を監査委員を代表して 

ご報告申し上げます。  

審査に付されました、令和４年度  三島市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入  

歳出決算書、事項別明細書及び付属書類は、ともに関係法令に準拠して作成  

されており、決算書に計上されている諸計数は、関係帳簿及び証書類と符合し、

令和４年度における歳入歳出決算額を適正に表示しているものと認めました 

ことを、ご報告申し上げます。  

なお審査の詳細につきましては、お手元の別冊、決算審査意見書に記載して   
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ありますので省略させていただきます。  

以上、決算審査の結果報告といたします。  

○議長 (堀江和雄君 )以上で、当局からの説明並びに監査委員からの報告が終わり

ましたので、これより本件について質疑を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )なければ本件についての質疑を打ち切ります。  

これより本件について討論を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)なければ討論を終わり、これより認第１号 令和４年度 三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳出決算認定について採決いたします。 

  原案どおり認定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛 成 者 挙 手 〕 

○議長(堀江和雄君)挙手全員と認めます。 

よって認第１号は原案どおり認定することに決定いたしました。 

                                      

△日程第７   議第３号  令和５年度 三島市外三ヶ市町箱根山林組合会計

補正予算案（第１号） 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第７ 議第３号 令和５年度 三島市外三ヶ市町箱根

山林組合会計補正予算案についてを議題といたします。 

本件について、当局から提案理由の説明を願います。 

〔副管理者 杉山浩生君登壇〕 

◎副管理者(杉山浩生君)ただいま上程になりました、議第３号 令和５年度三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計補正予算案ついて、提案の要旨を申し上げます。 

今回の補正は、既定の予算に８７３万７，０００円を追加し、予算の総額を  

２，６８４万６，０００円にしようとするものであります。はじめに、歳入の

説明をいたしますので、お手元の補正予算案６ページ、７ページをお開きくだ

さい。２款 財産収入、１項 財産運用収入、３目 森林収入、１節 造林木売却  

収入７４０万円は、森林の経営を委託している三島直轄林に係るものですが、

森林経営計画に基づき実施している令和２年度から令和４年度の事業箇所に 

おける間伐等が完了し、精算できる見込みとなったことから増額しようとする

ものです。 

 次に、８ページ、９ページをお開きください。２款 財産収入、２項１目１節

補償料収入４１万円は、静岡県東部農林事務所が施行した令和４年度治山諏訪
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台工事に伴い、支障となる立木の伐採が必要となり、補償が発生したことから

支障木伐採補償料を増額しようとするものです。 

   次に、１０ページ、１１ページをお開きください。３款１項１目１節 繰越金

は、前年度からの繰越金額が確定しておりますので、９２万７，０００円を    

増額しようとするものです。 

  次に、歳出のご説明をいたしますので、１２ページ、１３ページをお開き  

  ください。３款１項 財産費、１目 管理費を８７０万円増額しようとするもの  

  ですが、これは一時的収入があったことも踏まえ、組合の長期にわたる財政の 

 育成を図り、財政運営の健全化を確保するために２４節 積立金を増額しよう 

  とするものです。 

 次に、１４ページ、１５ページをお開きください。４款１項１目 予備費は、  

３万７，０００円を追加するものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い  

申し上げます。 

○議長(堀江和雄君)説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許し 

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)なければ本件についての質疑を打ち切ります。 

これより本件について討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)なければ討論を終わり、これより議第３号 令和５年度 三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計補正予算案について採決いたします。 

原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛 成 者 挙 手 〕 

○議長(堀江和雄君) 挙手全員と認めます。 

よって議第３号は原案どおり可決することに決定いたしました。 

  

△日程第８   発議第１号  三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会の個人情報

の保護に関する条例案 

○議長(大房正治君) 次に、日程第８ 発議第１号 三島市外三ヶ市町箱根山林組合

議会の個人情報の保護に関する条例案を議題といたします。 

本件について、発議者代表から提案理由の説明を願います。 

〔９番 佐野俊光君登壇〕 
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◎９番(佐野俊光君)ただいま上程になりました、日程第８ 発議第１号 三島市外

三ヶ市町箱根山林組合議会の個人情報の保護に関する条例案につきまして、 

提案の要旨を申し上げます。 

令和３年５月に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律に

より個人情報保護法が改正され、令和５年４月１日から各地方公共団体ひいて

は当組合においても全国共通のルールが適用されることとなりました。しかし、

地方議会は国会や裁判所と同様に新法の適用対象外とされたことから現在、  

当組合議会において個人情報の保護の取扱いに係る法規等の定めがない状況と

なっております。このため当組合議会におきましても個人情報の保護に関し、

共通ルールに沿った自律的な措置を講ずるため、本条例案を提案するもので 

あります。 

  以上、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長(堀江和雄君) 説明が終わりました。ただいま議題となっている本件は、  

全議員が発議者となっておりますので、質疑及び討論を省略したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は質疑及び討論を省略  

することに決定いたしました。 

これより発議第１号 三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会の個人情報の保護

に関する条例案を採決いたします。 

原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛 成 者 挙 手 〕 

○議長(堀江和雄君) 挙手全員と認めます。 

よって発議第１号は原案どおり可決することに決定いたしました。 

○議長(堀江和雄君) 以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

ここで豊岡管理者より発言を求められておりますので、これを許します。 

〔管理者 豊岡武士君登壇〕 

◎管理者(豊岡武士君)議会閉会にあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

本日の三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会１０月定例会におきましては、 

令和４年度の決算認定をはじめとした議案につきまして、慎重なるご審議の上、

ご承認を賜り厚く御礼申し上げます。 

現在、当組合におきましては、箱根山組合共有地基本構想の実現に向け、  
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三島直轄林においては、三島直轄林整備計画に基づく森づくりを着実に進めて

いるのと同時に、その他の直轄林や分収林も含め森林経営計画に沿った利用 

間伐等の森林整備を進めているところであります。 

新型コロナウィルス感染症の５類への移行後、はじめての秋の行楽シーズン

を迎え箱根西麓地域は、賑わいを取り戻してきております。今後も、箱根西麓

という素晴らしい地域資源を適正に管理するため治山・治水、水源涵養を第一

義とするとともに公益的機能の向上や成熟した森林資源の活用を図るなど引き 

続き保全整備に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。 

 二十四節気の霜降を迎え暦の上では山里において霜が降りはじめるころと 

されております。今年は、気候変動の影響かかなり暑い日が長く続きましたが、

ようやく朝晩の冷え込みも進み、秋の深まりを感じる季節となってまいりまし

た。議員の皆様におかれましては、今後さらにご指導、ご鞭撻を賜りますよう、

お願い申し上げますとともに、くれぐれもご健康に留意され、ますますご健勝

にてご活躍くださいますようご祈念申し上げまして、御礼のご挨拶とさせて  

いただきます。ありがとうございました。 

○議長(堀江和雄君)これをもちまして、１０月定例会を閉会いたします。 

ご苦労様でした。 

（午後２時００分 閉議） 

 

地方自治法第１２３条の第２項の規定によりここに署名いたします。 
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